
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

環境部　環境政策課

改葬の許可

墓地、埋葬等に関する法律

第５条第１項

（電話　６２１－５２０６）

１　墓地、埋葬等に関する法律施行規則
 (1)　第２条　改葬許可申請書
 (2)　第３条　無縁墓地の改葬許可申請書

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

標準処理期間 総日数　　即日（無縁墓地の改葬許可の場合は７日（休日を含む））

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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